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接続料と利用者料金の関係に関する確認の結果 

１．目的 

本資料では、第一種指定電気通信設備接続料規則（平成 12年郵政省令第64号）第 14条

の２の規定を踏まえ、東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」という。）及び西日本

電信電話株式会社（以下「NTT 西日本」という。）（以下「NTT 東日本」及び「NTT 西日本」

を「NTT東日本・西日本」という。）から申請のあった接続料の水準が、NTT東日本・西日

本の提供する電気通信役務（卸電気通信役務を除く。）に関する料金（以下「利用者料金」

という。）の水準との関係により、第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する

電気通信事業者との間に価格圧搾による不当な競争を引き起こすものとならないかについ

て確認した結果を示す。 

２．結果 

NTT 東日本・西日本において、「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」（平成

30年２月 26日策定。平成 31年３月５日最終改定）に従い、接続料と利用者料金の関係の

検証を行った結果については、別紙１から別紙４までのとおり。両社のフレッツ ADSL以外

の検証対象サービスでは、利用者料金収入と接続料総額の差分が営業費相当基準額（利用

者料金収入の 20％）を上回ったため、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものとは認

められなかった。 

両社のフレッツ ADSLについては、同指針に定める営業費相当基準額を下回る結果であっ

たが、両社から示された価格圧搾による不当な競争を引き起こしていないと考える論拠（別

紙５及び別紙６）を踏まえると、営業費相当基準額を下回った主な要因は、本検証区分に

おける接続料総額の大部分（NTT東日本：約８割、NTT西日本：９割弱）を占める、地域 IP

網※１に係る接続料（特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能・ATMインターフェース）

の料金水準が高止まりしていることによるものであるが、接続事業者は当該機能を利用せ

ずに競争的に DSLサービスを提供していると考えられ※２、また、ブロードバンドサービス

において地域 IP網の機能は次世代ネットワーク（NGN）の機能により代替されていること

から、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものとは認められなかった。 

※１ NTT東日本・西日本が所有する電話局間の回線網。両社が提供するフレッツADSL・フレッツ ISDNにおいて使用。

※２ 当該機能は新設されてから現在までNTT東日本・西日本の利用部門のみが利用。
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【東日本】

接続料と利用者料金の関係の検証結果
（単位：億円）

①利用者
料金収入

②接続料相当
③差分

（①－②）

④利用者料金収
入に占める差分の

比率（③÷①）

接続料相当の算定方法
（以下の接続料等に需要を乗じて算定）

2,257 1,622 635 28.1%
端末回線伝送機能（メタル端末回線・光信号端末回線・メタル加算料）、回線管理運営費、
回線収容装置

108 94 14 13.0%
特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（ATMインターフェース）、端末回線伝送機
能（ドライカッパ・MDF）、DSL回線故障対応機能、回線管理運営費

4,594 1,991 2,603 56.7%

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号端末回線・光
信号分岐端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、光信号電気信号変換機
能、NGN（収容局接続機能・優先パケット識別機能（優先クラスを識別するもの）・一般中
継系ルータ交換伝送機能（優先クラス））、回線終端装置

221 111 110 49.8%
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号端末回線・光
信号分岐端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、光信号電気信号変換機
能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

移動体着等を含む場合 1,196 211 985 82.4%

移動体着等を除く場合 1,016 127 889 87.5%

260 136 124 47.7% イーサネットフレーム伝送機能、端末回線伝送機能（光信号端末回線）

サービス

（注１）利用者料金収入は、2018年度の実績。
　　　　（フレッツ光ネクストマンションタイプのうちVDSL方式については、VDSL装置の利用料を含みません。）
（注2）接続料相当は、各サービスで使用する設備ごとの2018年度の実績需要に今回申請する接続料を乗じて算定しています。
　　　　（加入光ファイバ等の収容率は2020年度適用接続料設定上の予測値）
        （フレッツ光ネクスト・ライトについては、中継系ルータ交換伝送機能相当と関門系ルータ交換機能相当を推計トラヒック等を用いて按分）
（注3）加入電話・ＩＳＤＮ 基本料の接続料相当には、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものに係る費用（ＮＴＳコスト）の171億円は含みません。
（注4）加入電話・ＩＳＤＮ 通話料については、2019年3月5日付け総基料第31号及び総基料第34号の総務大臣通知に基づき、ＬＲＩＣ検証として別途報告します。
（注5）ひかり電話における移動体着等を除く場合については、移動体・ＰＨＳ・０５０・国際着及びフリーアクセス・ひかりワイド着に相当する利用者料金収入と接続料相当をトラヒック比（通信時間比）等※を用いて除外。
　※勘定科目で把握可能なものについては、個別に金額を把握した上で除外

ひかり電話
NGN（IGS接続機能・中継局接続機能）、加入者交換機能、中継交換機能、中継伝送共用
機能、加入者交換機回線対応部共用機能、中継交換機回線対応部共用機能、IP通信網
県間区間伝送機能、他事業者接続料

加入電話・ＩＳＤＮ  基本料

フレッツＡＤＳＬ

フレッツ光ネクスト

フレッツ光ライト

ビジネスイーサワイド

別紙１



【西日本】

接続料と利用者料金の関係の検証結果
（単位：億円）

①利用者
料金収入

②接続料相当
③差分

（①－②）

④利用者料金収
入に占める差分の

比率（③÷①）

接続料相当の算定方法
（以下の接続料等に需要を乗じて算定）

2,255 1,695 560 24.8%
端末回線伝送機能（メタル端末回線・光信号端末回線・メタル加算料）、回線管理運営
費、回線収容装置

133 162 ▲ 29 ▲21.8%
特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（ATMインターフェース）、端末回線伝送機
能（ドライカッパ・MDF）、DSL回線故障対応機能、回線管理運営費

3,455 1,907 1,548 44.8%

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号端末回線・光
信号分岐端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、光信号電気信号変換機
能、NGN（収容局接続機能・優先パケット識別機能（優先クラスを識別するもの）・一般中
継系ルータ交換伝送機能（優先クラス））、回線終端装置

138 90 48 34.8%
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号端末回線・光
信号分岐端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、光信号電気信号変換機
能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

移動体着等を含む場合 1,102 189 913 82.8%

移動体着等を除く場合 925 110 815 88.1%

247 125 122 49.4% イーサネットフレーム伝送機能、端末回線伝送機能（光信号端末回線）

NGN（IGS接続機能・中継局接続機能）、加入者交換機能、中継交換機能、中継伝送共用
機能、加入者交換機回線対応部共用機能、中継交換機回線対応部共用機能、IP通信網
県間区間伝送機能、他事業者接続料

（注１）利用者料金収入は、2018年度の実績。
（フレッツ光ネクストマンションタイプのうちVDSL方式については、VDSL装置の利用料を含みません。）

（注2）接続料相当は、各サービスで使用する設備ごとの2018年度の実績需要に今回申請する接続料を乗じて算定しています。
　（加入光ファイバ等の収容率は2020年度適用接続料設定上の予測値）
（フレッツ光ネクスト・ライトについては、中継系ルータ交換伝送機能相当と関門系ルータ交換機能相当を推計トラヒック等を用いて按分）

（注3）加入電話・ＩＳＤＮ 基本料の接続料相当には、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものに係る費用（ＮＴＳコスト）の238億円は含みません。
（注4）加入電話・ＩＳＤＮ 通話料については、2019年3月5日付け総基料第31号及び総基料第34号の総務大臣通知に基づき、ＬＲＩＣ検証として別途報告します。

（注5）ひかり電話における移動体着等を除く場合については、移動体・ＰＨＳ・０５０・国際着及びフリーアクセス・ひかりワイド着に相当する利用者料金収入と接続料相当をトラヒック比（通信時間比）等※を用いて除外。
※勘定科目で把握可能なものについては、個別に金額を把握した上で除外

ひかり電話

ビジネスイーサワイド

サービス

フレッツ光ライト

フレッツ光ネクスト

フレッツＡＤＳＬ

加入電話・ＩＳＤＮ  基本料

別紙２



接続料と利用者料金の関係の検証結果
（総務省が決定するサービスメニュー） 【東日本】

＜利用者料金収入の算定方法＞
１．フレッツ光ネクスト ：代表的な割引プラン（にねん割）の適用率と割引額をもとに、１ユーザあたりの平均的な割引額を算定し、約款料金に反映。
２．フレッツ光ライト ：基本料は約款料金。加算料は実績収入を稼動施設数で除して算定。
３．ひかり電話 ：実績収入を稼動施設数で除して算定。
４．ビジネスイーサワイド ：収入実績と稼動回線数をもとにした割引前収入（理論値）の差額を稼動回線数で除すことで、１ユーザあたりの平均的な割引額を算定。

＜接続料相当の算定方法＞
接続料相当は、今回申請した2020年度適用接続料を用いて算定。
・加入光ファイバ等の収容率は接続料設定上の予測値。
・フレッツ光ネクスト・ライトについては、中継系ルータ交換伝送機能相当と関門系ルータ交換機能相当を推計トラヒック等を用いて按分。

品目 検証に用いた接続料等 検証結果（注）

１．フレッツ光ネクスト

（１） ファミリータイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光信号分岐端末回線・光信号主端末回
線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（２） ビジネスタイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（３） マンションタイプ
（ＶＤＳＬ方式／ＬＡＮ配線方式）

① ミニ
②プラン１
③プラン２

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線）、光信号電気信号変換機能、NGN
（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（４） マンションタイプ
（光配線方式）

① ミニ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

②プラン１
③プラン２

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、NGN（収容局接
続機能）、回線終端装置

○

（５） プライオ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号分岐端末回線・光
信号伝送装置）、光信号多重分離機能、NGN（収容局接続機能・優先パケット識別機能（優先
クラスを識別するもの）・一般中継系ルータ交換伝送機能（優先クラス））、回線終端装置

○

２．フレッツ光ライト

（１） ファミリータイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号分岐端末回線・光
信号伝送装置）、光信号多重分離機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（２） マンションタイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

３．ひかり電話（関門系ルータ交換機能を用いる場合）
NGN（収容局接続機能・優先パケット識別機能（優先クラスを識別するもの）・一般中継系ルー
タ交換伝送機能（優先クラス））、IP通信網県間区間伝送機能（優先クラス）、他事業者接続料

○

４．ビジネスイーサワイド イーサネットフレーム伝送機能、端末回線伝送機能（光信号端末回線） ○

別紙３

（注１） ○：利用者料金が接続料の合計を上回っているもの ×：利用者料金が接続料の合計を下回っているもの
（注２） フレッツ光ネクスト・ファミリータイプについて、10Gbit/sまでの符号伝送が可能なサービスは含まれていない。

なお、同サービスについては、ＮＴＴ東日本・西日本においてユーザ料金を決定し次第検証し、総務省に報告される予定。



接続料と利用者料金の関係の検証結果
（総務省が決定するサービスメニュー）

（注１） ○：利用者料金が接続料の合計を上回っているもの ×：利用者料金が接続料の合計を下回っているもの
（注２） フレッツ光ネクスト・ファミリータイプについて、10Gbit/sまでの符号伝送が可能なサービスは含まれていない。

なお、同サービスについては、ＮＴＴ東日本・西日本においてユーザ料金を決定し次第検証し、総務省に報告される予定。

品目 検証に用いた接続料等 検証結果（注）

１．フレッツ光ネクスト

（１） ファミリータイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光信号分岐端末回線・光信号主端末回
線・光信号伝送装置）、光信号多重分離機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（２） ビジネスタイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（３） マンションタイプ
（ＶＤＳＬ方式／ＬＡＮ配線方式）

① ミニ
②プラン１
③プラン２

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線）、光信号電気信号変換機能、NGN
（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（４） マンションタイプ
（光配線方式）

① ミニ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

②プラン１
③プラン２

回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、NGN（収容局接
続機能）、回線終端装置

○

２．フレッツ光ライト

（１） ファミリータイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光屋内配線・光主端末回線・光信号分岐端末回線・光
信号伝送装置）、光信号多重分離機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

（２） マンションタイプ
回線管理運営費、端末回線伝送機能（光信号端末回線・光信号伝送装置）、光信号多重分離
機能、NGN（収容局接続機能）、回線終端装置

○

３．ひかり電話（関門系ルータ交換機能を用いる場合）
NGN（収容局接続機能・優先パケット識別機能（優先クラスを識別するもの）・一般中継系ルー
タ交換伝送機能（優先クラス））、IP通信網県間区間伝送機能（優先クラス）、他事業者接続料

○

４．ビジネスイーサワイド イーサネットフレーム伝送機能、端末回線伝送機能（光信号端末回線） ○

＜利用者料金収入の算定方法＞
１．フレッツ光ネクスト ：収入実績と稼動回線数をもとにした割引前収入（理論値）の差額を稼動回線数で除すことで、１ユーザあたりの平均的な割引額を算定し、約款料金に反映。
２．フレッツ光ライト ：基本料は収入実績と稼動回線数をもとにした割引前収入（理論値）の差額を稼動回線数で除すことで、１ユーザあたりの平均的な割引額を算定し、

約款料金に反映。加算料は実績収入を稼動施設数で除して算定。
３．ひかり電話 ：実績収入を稼動施設数で除して算定。
４．ビジネスイーサワイド ：収入実績と稼動回線数をもとにした割引前収入（理論値）の差額を稼動回線数で除すことで、１ユーザあたりの平均的な割引額を算定し、約款料金に反映。

＜接続料相当の算定方法＞
接続料相当は、今回申請した2020年度適用接続料を用いて算定。
・加入光ファイバ等の収容率は接続料設定上の予測値。
・フレッツ光ネクスト・ライトについては、中継系ルータ交換伝送機能相当と関門系ルータ交換機能相当を推計トラヒックを用いて按分。

別紙４
【西日本】



（単位：千契約）

フレッツ・ADSL施設数 2,410 2,058 1,700 1,418 1,135 858 667 550 475 411 342 258

2018年度末2007年度末 2008年度末 2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末 2013年度末 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末

（単位：円/ポート・月）

2009適用 2010適用 2011適用 2012適用 2013適用 2014適用 2015適用 2016適用 2017適用 2018適用 2019適用 2020適用
（2007実績） （2008実績） （2009実績） （2010実績） （2011実績） （2012実績） （2013実績） （2014実績） （2015実績） （2016実績） （2017実績） （2018実績）

特別収容局ルータ接続
ルーティング伝送機能
（ATMインターフェース）

接続料

222,578 177,458 105,313 95,367 140,382 135,881 301,746 231,341 48,630 119,482 197,331 210,134

価格圧搾による不当な競争を引き起こしていないと考える理由（フレッツＡＤＳＬ）

接続料と利用者料金の関係の検証の検証対象である「フレッツＡＤＳＬ」については、利用者料

金収入と接続料相当との差分が営業費相当基準額（利用者料金による収入の２０％）を下回るこ

とになりますが、以下の理由から、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものではないと考えま

す。

• フレッツ・ＡＤＳＬについては、関連物品の製造終了による保守物品の枯渇、および需要の減少

傾向が今後も継続すると見込まれることから、一部のエリアを除いて、２０１６年６月末に新規

受付を終了しており、２０２３年１月末にはサービス提供を終了することを公表したことに加え、

ＦＴＴＨやモバイルブロードバンド等の代替サービスへの移行が進んでいることを踏まえると、競

争環境にあるサービスとは言えないこと。

• 営業費相当が基準値を下回った主な要因は、本検証区分における接続料金相当の約８割を占

める、地域IP網に係る接続料（特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能・ＡＴＭインター

フェース）の料金水準が高いことによるものである。

当該接続機能は、現在まで当社利用部門のみが利用しており、また、２０１８年度より整理品目

となっていることから、今後新たな接続事業者の利用は見込まれないため、価格圧搾による不

当な競争を引き起こすものではないこと。

別紙５

（参考１）地域IP網（特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能・ＡＴＭインターフェース）の接続料

（参考２）フレッツ・ＡＤＳＬ施設数の推移

【東日本】



（単位：千契約）

フレッツ・ADSL施設数 2,246 1,934 1,681 1,439 1,187 990 816 669 577 508 438 344

2018年度末2007年度末 2016年度末 2017年度末2015年度末2014年度末2013年度末2012年度末2011年度末2010年度末2009年度末2008年度末

（単位：円/ポート・月）

2009適用 2010適用 2011適用 2012適用 2013適用 2014適用 2015適用 2016適用 2017適用 2018適用 2019適用 2020適用
（2007実績） （2008実績） （2009実績） （2010実績） （2011実績） （2012実績） （2013実績） （2014実績） （2015実績） （2016実績） （2017実績） （2018実績）

特別収容局ルータ接続
ルーティング伝送機能
（ATMインターフェース）

接続料

221,768 179,560 129,244 104,283 117,101 136,651 147,699 156,974 188,450 240,161 235,062 270,094

価格圧搾による不当な競争を引き起こしていないと考える理由（フレッツＡＤＳＬ）

接続料と利用者料金の関係の検証の検証対象である「フレッツＡＤＳＬ」については、利用者料

金収入と接続料相当との差分が営業費相当基準額（利用者料金による収入の２０％）を下回るこ

とになりますが、以下の理由から、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものではないと考えま

す。

• フレッツ・ＡＤＳＬについては、関連物品の製造終了による保守物品の枯渇、および需要の減少

傾向が今後も継続すると見込まれることから、一部のエリアを除いて、２０１６年６月末に新規

受付を終了しており、２０２３年１月末にはサービス提供を終了することを公表したことに加え、

ＦＴＴＨやモバイルブロードバンド等の代替サービスへの移行が進んでいることを踏まえると、競

争環境にあるサービスとは言えないこと。

• 営業費相当が基準値を下回った主な要因は、本検証区分における接続料金相当の９割弱を占

める、地域IP網に係る接続料（特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能・ＡＴＭインター

フェース）の料金水準が高いことによるものである。

当該接続機能は、現在まで当社利用部門のみが利用しており、また、２０１８年度より整理品目

となっていることから、今後新たな接続事業者の利用は見込まれないため、価格圧搾による不

当な競争を引き起こすものではないこと。

別紙６

（参考１）地域IP網（特別収容局ルータ接続ルーティング伝送機能・ＡＴＭインターフェース）の接続料

（参考２）フレッツ・ＡＤＳＬ施設数の推移

【西日本】




